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１ ．田嶋会長の掲げる方針について 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 2 

[キーワード]  ※事務局職員に向けたメッセージより 
まずみなさんがイキイキと働き、活力に溢れていることが、 
グラスルーツから代表の選手までがハツラツとプレーすることに繋がる、と私は思いま
す。 
一緒にこの日本サッカー協会の職場をより良いものにしていきましょう。 

規則整備 

法令遵守 

運用強化 

風土整備 

理念共有 

関係強化 
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２．これまでの組織整備状況（1） 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 3 

JFAウェイ 
（行動指針） 

JFAの理念 

JFAのビジョン 

JFAバリュー 

役職員行動規範 

加盟団体 
選手等（登録者） 

JFA役職員 

懲罰規程、就業規則 
（加盟団体等） 

懲罰規程、就業規則 
（JFA） 

懲罰に関する規則の詳細、細則 懲罰に関する規則の詳細、細則 

サッカーファミリー全般 
左記以外のサッカーに
関わる人々（家族、サ
ポーター） 

倫理規範 
（関係者に判断・評価・行為の基準を提示するもの） 

コンプライアンスハンドブック 
（教育・啓発） 

サッカー行動規範 
（子どもたちを含め、前向き・わかりやすい判断・評価・行為の基準を提示するもの） 

コンプライアンスガイドライン 
（行動指針・宣誓等） 

※リニューアル予定 

※6月理事会にて制定 

※検討中 

※以後、整備予定 

倫理・コンプライアンス方針 
（日本サッカー界として決意表明するもの） ※5月理事会にて策定 
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加盟者（個人） 

加盟者（団体） 

３．これまでの組織整備状況（2） 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 4 

JFA 

定款 

基本規程 
（国内サッカー界の根幹を規定するもの） 

JFA単体 
※法人（組織・雇用・服務等） 

加盟者（団体・個人） 
※事業・サービス領域 

※規定内容（対象等）により、対象範囲は様々 

組織関連規則 
（組織設置・権限等） 

業務関連規則 
（会計・人事・システム等） 

労務関連規則 
（雇用・旅費・服務等） 

その他諸規則 
（各種の運用規則等） 

倫理規範 
（進化・内容の更新および対象範囲の拡大） 

指導者に関する規則 
（ 指導者等） 

審判員に関する規則 
（ 審判員等） 

競技会に関する規則 
（競技会運営等） 

その他諸規則 
（ 各種の運用規則等） 

役職員行動規範 

倫理・コンプライアンス方針 
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４．（参考資料）内部通報・相談体制の設置是非 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 5 

内部通報・相談体制の整備 

①マスコミ・外部専門機関  
 への内部告発の予防 

②問題が小さな間に、自律 
 的に初動対応を実施 

③不正行為の抑止 
 

④社会的責任活動の推進 
 ステイクホルダーへの表明 

健全な組織運営 良い組織風土 法定項目の強化 

・日本国憲法 ・民法 ・刑法 
・労働基準法 ・公益通報者保護法 

[ポイント整理] 
 ✔ 従来の取り組みに加え、コーポレートガバンスコード施行に伴い、内部通報制度の検討が促進（96.9％） 
 ✔ 内部通報制度導入企業（57.7％）                         ※東証一部・二部300社調査による 
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５．審議内容 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 6 

別紙規程のとおり、本協会のガバナンス・コンプライアンスについて強化を行うもの。 
 
[規程立案] 
 理事会決裁事項は、1・2番である。 
 （1）「内部通報者保護規則」の制定 
   公益通報者保護法に基づき、総合規程を新設する。 
 （2）「ＪＦＡホイッスルブローイング（通報窓口）等運用規則」の制定 
   大手上場企業等の先進的な取り組みに倣い、外部通報窓口等を設置し、外部漏洩や不祥事と 
   なる事前に自ら予防的な取り組み、改善に着手します。 
 （3）「暴力等根絶相談窓口運用規則」の制定 
   1番の総合規程設置に伴い、既存の「暴力根絶相談窓口設置規程」を廃止し、新たに運用規則 
   とする。尚、差別問題等広くリスペクト・フェアプレー推進の必要があり、「等」を追加する。 
 （4）「職場相談員設置規則（試行）」の制定 
   事務局内の規程として試験運用を開始します。 
 
【取り組み】 
 （1）「ＪＦＡホイッスルブローイング（通報窓口）」の設置 
   インターネット・専用電話にて内部通報が可能 
 （2） 「職場相談員」の設置 
   事務局の事業場ごとにコンプライアンス違反等に関する報告・相談職員を配置 
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管理部及び関係部門（財務部、情報システム室など） 

６．体制図 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 7 

コンプライアンス担当理事 
（業務執行理事） 

ガバナンス整備 
コンプライアンス推進 

の主管部署 
（事務局内） 

具体機関 
具体業務 
の担い手 

 

一緒に取り組む対象者 
（不正発見者など） 

理事、正職員、契約職員、派遣職員、アルバイト職員、業務委託者 

①JFAホイッスルブ
ローイング（通報窓
口）の設置 
 
※外部企業を利用し
た不正に関する通報・
相談窓口を置く。 

②事務局内に職場相
談員を設置 
 
※身近な相談者を設
置し、不正防止、改善
提案等を受け付けす
るもの。 

③定款、基本規程、
職務権限規程、就業
規則など各種規定、
各種組織における規
定内容 
 
※関係規定、設置機
関による報告、連絡、
相談。 

④いわゆる契約主/
雇用者/上司等との
関係性 
 
※日常業務における
報告、連絡、相談。 

（監事、監査・コンプライアンス委員会、顧問弁
護士等、事前により必要なプロフェッショナルと
の連携を行う。） 

専務理事 
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７．取扱範囲 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 8 

JFA 

JFAホイッスルブローイング（通報窓口）の設置 
■利用者： 
 理事、正職員、契約職員、派遣職員、アルバイト職員、業務委託者（*） 
 *業務委託者の対象者は以下の条件を満たす者とする。 
  （1）常勤者扱いであること 
  （2）各種委員会もしくは事務局にて契約していること 
■被通報者： 
 上記の役職員等全般（*） 
 *もしリーグ・クラブ等管轄範囲が異なるハラスメント等諸問題が発生した場合、個人情報保護、 
 それぞれの法令、組織の規定内容に違反がないよう連携を行う。 
■対応分野： 
 倫理規範、就業規則、その他各種規程に反すること（*） 
 *いわゆる各種コンプライアンス違反や不正行為等を指す。 
■連絡方法： 
 専用インターネット・専用電話窓口（運営企業：ダイヤルサービス） 

職場相談員の設置 
■利用者： 
 事務局にて業務を行う正職員、契約職員、派遣職員、アルバイト職員、業務委託者 
■被通報者： 
 同上 
■対応分野： 
 同上 
■連絡方法等： 
 内線電話、メール等で予約し、職場相談員が意見聴取等を行う。 
※事務局にて自ら働きやすい職場作りや新職員が他部署等への相談、意見伺いができ
るように目安となる相談可能な職員を明示するもの。 
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